
内閣府賞勲局 任期付職員の募集について 

 

 

 内閣府賞勲局では、産前・産後休暇中の職員に代わって、当局の業務を行う職員（人

事院規則８－１２第４２条第２項第３号の規定による任期付職員（産休代替任期付職

員））を募集いたします。 

 

１．採用内容 

職  名：内閣府事務官（係長級） 

（配置先：内閣府賞勲局審査部門） 

募集人員：１名 

採用期間：令和７年４月１日～令和７年６月１０日（予定） 

     ※産前・産後休暇職員の代替職員として勤務する間に、職務を良好な 

成績で遂行した場合には、引き続き、令和８年３月３１日まで（予 

定）、国家公務員の育児休業等に関する法律第７条第１項第１号に 

基づく任期付職員（育児休業代替任期付職員）として再採用される 

場合があります。 

 

２．職務内容 

内閣府賞勲局では、①叙勲等の実施に関する企画、立案、調整及び事務の連絡②

叙勲等の実施事務に関する電算機の運用及び管理③栄典制度に関する企画及び立

案④勲章等の授与に係る調査及び研究⑤勲章等の授与の審査に関する事務を行っ

ております。 

今回募集する職員には、このうち主として、「勲章等の授与の審査」に関する事

務を担当していただきます。 

 

３．応募条件 

次の条件を備えた方を希望します。 

（１）高等学校卒業程度（大学入学資格を有するもの） 

（２）パソコン操作（ワード、エクセル等）に十分習熟していること。 

 

４．応募資格 

次のいずれかに該当する方は、応募できませんのでご了承ください。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）国家公務員法(昭和２２年法律第１２０号)第３８条の規定により国家公務

員となることができない者 

① 禁錮以上の刑に処せされ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行

猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 



② 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２

年を経過しない者 

③ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（３）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

  

５．応募要領 

（１）提出書類 

① 履歴書（市販の用紙で可、写真添付） 

② 業務経歴書（これまでに従事した業務の内容を具体的に記述したもの、Ａ

４横書き） 

③ 志望動機について記した小論文（４００字程度） 

（２）提出方法  郵送 

※封筒の表面に、赤色で「任期付職員（審査部門）募集書類在中」と 

記載のこと。 

（３）書類送付先及び問合せ先 

書類送付先：〒１００－８９１４ 

東京都千代田区永田町１－６－１ 

内閣府賞勲局総務課総務係 

問合せ先 ：内閣府賞勲局総務課総務係 横山 

☎ ０３－３５８１－２１１１（内線８３２０４） 

（４）応募締切 

令和７年３月２４日（月）必着 

※応募書類の提出に応じ、締切前であっても随時面接を行います。 

（５）選考方法 

１次選考 書類審査 

２次選考 面接 

※１ 書類審査の結果、２次選考(面接)を行うこととなった方には、２次

選考の日時場所等をご連絡いたします。 

※２ 応募書類は返却いたしません。選考のみに使用し、使用後は責任を

持って破棄いたします。 

 

６．勤務条件 

「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」及び「内閣府本府職員の勤務

時間等に関する訓令」による。 

雇用形態：任期付職員 

賃金形態：月給制 

勤務時間：９時３０分～１８時１５分（土、日、祝祭日を除く） 



       （状況に応じて超過勤務（残業）を命ずる場合あり） 

勤 務 地：東京都千代田区永田町１－６－１ 内閣府賞勲局内 

 

７．給与等 

国家公務員の給与規定(｢一般職の職員の給与に関する法律」等）により決定。 

 

８．その他 

（１）応募の秘密については厳守いたします。 

（２）最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に

当該所属先から退職していただく必要があります（休職は不可）。 

（３）採用内定後、卒業証明書及び過去に在籍した会社等の在職証明書を提出して

いただきます。 

（４）採用後はマイナンバーカードを職員身分証として使用することとしています

ので、カード取得の手続きをあらかじめしていただくこととなります。 




